
 

規 則 

 

み え こ ど も の 城 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 二 年 六 月 三 十 日  

三  重  県 知  事   鈴   木   英   敬    

三 重 県 規 則 第 五 十 九 号  

   み え こ ど も の 城 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 み え こ ど も の 城 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 元 年 三 重 県 規 則 第 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 利 用 の 手 続 ）  （ 利 用 の 手 続 ）  

第 二 条  指 定 管 理 者 は 、 み え こ ど も の 城 （ 以 下 「 こ

ど も の 城 」 と い う 。 ） の 全 天 周 映 画 、 プ ラ ネ タ リ

ウ ム に よ る 投 影 、 ク ラ イ ミ ン グ ウ ォ ー ル 、 遊 具 コ

ー ナ ー 又 は 特 別 展 を 利 用 し よ う と す る 者 が 条 例 第

十 六 条 の 規 定 に よ り 利 用 料 金 を 納 付 し た 場 合 、 利

用 券 を 交 付 し な け れ ば な ら な い 。  

２  （ 略 ）  

第 二 条  指 定 管 理 者 は 、 み え こ ど も の 城 （ 以 下 「 こ

ど も の 城 」 と い う 。 ） の 全 天 周 映 画 、 プ ラ ネ タ リ

ウ ム に よ る 投 影 、 特 別 遊 具 室 、 映 像 体 感 遊 具 又 は

特 別 展 を 利 用 し よ う と す る 者 が 条 例 第 十 六 条 の 規

定 に よ り 利 用 料 金 を 納 付 し た 場 合 、 利 用 券 を 交 付

し な け れ ば な ら な い 。  

２  （ 略 ）  

附  則  

こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 


